
①

石 川 県 珠 洲 市 補 正 予 算 書

令 和 ５ 年 ６ 月

令 和 ５ 年 度



 



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補  正  額 計

12,751,461   　 1,146,196 13,897,657   

1,737,287    　 － 1,737,287    

2,822,630    　 － 2,822,630    

335,106      　 － 335,106      

25,921       － 25,921       

4,920,944    　 － 4,920,944    

4,852,074    　 － 4,852,074    

1,127,075    　 － 1,127,075    

1,499,995    　 － 1,499,995    

7,479,144    　 － 7,479,144    

25,151,549   　 1,146,196 26,297,745   

企

業

会

計

病 院 事 業

水 道 事 業

下 水 道 事 業

小      計

合        計

令 和 ５ 年 度 珠 洲 市 補 正 予 算 一 覧 表

会　　計    名

一 般 会 計

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

賃 貸 住 宅 事 業

小      計



 



一 般 会 計



 



議案第４８号

　令和５年度珠洲市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　（地方債の補正）

令和５年６月２０日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 1 －

第２条　地方債の追加は、「第２表　地方債補正」による。

令和５年度珠洲市一般会計補正予算（第３号）

　の総額を歳入歳出それぞれ１３，８９７，６５７千円と定める。

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１４６，１９６千円を追加し、歳入歳出予算

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額



146,753 40,000 186,753

1,810,933

1,805,158

1,229,100

1,201,400

73,852

2,809,802

963,806

補正額

  2 県補助金

558,236 40,000

  2 国庫補助金 889,954

  1 市債

 15 県支出金

 21 市債

 14 国庫支出金 1,333,259 73,852

款 項 補正前の額

1,004,644 2,815,577

1,407,111

第１表　　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入
（単位：千円）

598,236

計

  1 基金繰入金

　　歳　　入　　合　　計　　

 18 繰入金

1,201,400 27,700

1,004,644

27,700 1,229,100

12,751,461 1,146,196 13,897,657

－ 2 －



　　歳　　出　　合　　計　　

 11 災害復旧費

－ 3 －

12,751,461 1,146,196 13,897,657

697,997

18,000 46,196 64,196

3,308,049

  4 その他施設災害復旧費 － 46,196 46,196

  7 商工費 597,997 100,000

3,214,337

  1 商工費 597,997 100,000 697,997

  4 衛生費 3,008,049 300,000

歳　出
（単位：千円）

  5 災害ごみ処理費 823,442 300,000 1,123,442

  5 災害救助費 145,000 700,000 845,000

  3 民生費 2,514,337 700,000

款 項 補正前の額 補正額 計



第２表

追　加
（単位：千円）

－ 4 －

地 方 債 補 正

限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法起 債 の 目 的

　借入先の融資条件によ
る。
　ただし、市財政その他
の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は低利
に借換することができ
る。

普通貸借
又は

証券発行

5.0％以内（た
だし、利率見
直し方式で借
り入れる資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

令和5年災害復旧事業費
（保健衛生施設）

27,700


